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株式会社野村総合研究所

女性活躍推進法に基づく 

「えるぼし」認定の最高位を取得 

株式会社野村総合研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：此本 臣吾、以下

「NRI」）は、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として、2017 年 1 月

26 日に厚生労働大臣より「えるぼし」企業に認定されました。 

この認定制度は、2016 年 4 月に施行された、「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（女性活躍推進法）」に基づくものです。

NRI は、「1.採用」、「2.継続就業」、「3.労働時間等の働き方」、「4.管理職比率」、

「5.多様なキャリアコース」の全ての評価項目において基準を満たし、最高位である 3 段

階目の認定を取得しました。

今後も NRI では、女性社員一人ひとりが十分に能力を発揮し、より活躍できるための環

境の整備を進めながら、すべての社員にとってさらに働きがいのある会社となることを目

指します。

認定マーク「えるぼし」

■関連 URL

・NRI「ダイバーシティマネジメント」：

http://www.nri.com/jp/csr/certificate/ 

・厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」：

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

【お知らせに関するお問い合わせ】

株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部 水谷、坂

TEL：03-5877-7100 E-mail：kouhou@nri.co.jp 


